
木造住宅居住安心支援事業費補助金交付要綱 

 

 

（趣旨） 

第１条 知事は、地震発生時における木造住宅の倒壊等による災害を防止するため、国の社会資本

整備総合交付金交付要綱（住宅・建築物安全ストック形成事業）（平成２２年３月２６日付国官会

第２３１７号）に基づき、市町村が実施する木造住宅居住安心支援事業に要する経費に対し、予

算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、山梨県補助金等交付規則（昭和

３８年山梨県規則第２５号。以下「規則」という。）の定めによるほか、この要綱の定めるところ

による。 

 

（用語の定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところに

よる。 

一 木造住宅居住安心支援事業 

別表１に掲げる補助事業をいう。 

二 既存木造住宅 

次の全てに該当するものをいう。 

（１）昭和５６年５月３１日以前に着工された住宅 

（２）木造在来工法で建築された住宅 

（３）２階建て以下の住宅 

（４）長屋及び共同住宅以外の個人所有の住宅（借家を除く。） 

三 木造住宅耐震診断 

知事が山梨県木造住宅居住安心支援事業費補助金実施要領で定める耐震診断方法で、既存

木造住宅に対して実施するものをいう。 

四 山梨県木造住宅耐震診断技術者 

建築士の資格を有し、知事が認める講習会の受講修了者をいう。 

五 旧耐震基準の木造住宅の除却における容易な耐震診断 

   建築士の資格を有する者が、「住宅・建築物耐震改修事業を活用した旧耐震基準の木造住

宅の除却における耐震診断について（技術的助言）」（令和６年１月３０日付け国住市第４０

号）の（別添）「旧耐震基準の木造住宅の除却における容易な耐震診断調査票」に基づいて行

う耐震診断をいう。 

六 耐震判定委員会 

既存建築物耐震診断・改修等推進全国ネットワーク委員会に参加している団体が、「耐震判

定委員会 登録要綱」に基づいて登録した、建築物耐震診断・補強計画判定会のことをいう。 

七 総合評点 

山梨県木造住宅耐震診断技術者が診断したもので、耐震判定委員会による判定を受けた評

点をいう。 

八 耐震改修工事 



木造住宅耐震診断の結果、総合評点が１．０未満の既存木造住宅を１．０以上に改修する

工事をいう。 

九 建替え工事 

次のいずれかの既存木造住宅を除却し、同一敷地内に住宅を新築することをいう。 

（１） 木造住宅耐震診断の結果、総合評点が１．０未満の既存木造住宅 

（２） 旧耐震基準の木造住宅の除却における容易な耐震診断の結果、倒壊の危険性があると判

断された既存木造住宅 

十 耐震シェルター工事 

木造住宅耐震診断の結果、総合評点が０．７未満の既存木造住宅に耐震シェルターを設置

する工事をいう。 

十一 耐震改修設計 

木造住宅耐震診断の結果、総合評点が１．０未満の既存木造住宅を１．０以上にする設計

をいう。 

十二 間接補助事業者 

別表１に掲げる補助事業を利用する者をいう。 

十三 省エネ基準 

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律（平成２７年法律第５３号）で定める建

築物エネルギー消費性能基準をいう。 

十四 土砂災害特別警戒区域 

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成１２年法律第５

７号）第９条第１項の規定に基づく土砂災害特別警戒区域をいう。 

十五 利子補給制度 

    独立行政法人住宅金融支援機構による高齢者向け耐震改修融資への利子補給制度をいう。 

 

（補助対象経費及び補助率） 

第３条 補助事業名、補助対象、補助対象経費、補助率及び補助限度額は別表１に掲げるとおりと

する。 

２ 別表１に掲げる補助事業のうち耐震シェルター設置支援事業について、１戸ごとの補助金の額

に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。 

 

（交付の申請） 

第４条 市町村長は、別表１に掲げる補助金の交付を受けようとするときは、事業に着手する前に

木造住宅居住安心支援事業費補助金交付申請書（耐震診断にあっては様式第１、耐震改修・建替

え・耐震シェルターにあっては様式第２）に別表２に掲げる書類を添付して、知事に提出しなけ

ればならない。 

 

（交付の決定） 

第５条 知事は、前条に規定する補助金交付申請書の提出があった場合は、書類を審査の上、交付

すべきものと認めたときは、速やかに交付の決定を行い、木造住宅居住安心支援事業費補助金交

付決定通知書（様式第３）により、市町村長に通知するものとする。 



（交付の条件） 

第６条 知事は、補助金の交付を決定するときは、次の各号に掲げる条件を付するものとする。 

一 次のいずれかに該当する場合は、速やかに知事に申請してその承認を受けること。 

（１）補助事業の内容の変更（補助金交付決定額に変更のない場合を除く。）をしようとすると

き。 

（２）補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。 

二 補助事業が予定の期間内に完了する見込みがない場合又は補助事業の遂行が困難になった場

合においては、速やかに知事に報告してその指示を受けること。 

 

（事業内容の変更） 

第７条 市町村長は、補助事業の内容に変更が生じる場合において、前条第一号（１）の規定によ

り承認を受けようとするときは、木造住宅居住安心支援事業費補助金変更交付申請書（耐震診断

の場合にあっては様式第４、耐震改修・建替え・耐震シェルターの場合にあっては様式第５）を

知事に提出しなければならない。ただし、補助事業の目的の達成に支障をきたさない事業計画の

細部の変更であって、交付決定を受けた補助金の額の増額を伴わない場合はこの限りではない。 

２ 知事は、前項に規定する補助金の変更申請書の提出があった場合は、その書類を審査の上、変

更の必要があると認めたときは、木造住宅居住安心支援事業費補助金変更交付決定通知書（様式

第６）により、市町村長に通知するものとする。 

３ 市町村長は、前条第一号（２）の規定により、承認を受けようとするときは、木造住宅居住安

心支援事業の中止（廃止）承認申請書（様式第７）を知事に提出しなければならない。 

４ 知事は、前項に規定する中止（廃止）承認申請書の提出があった場合は、その書類を審査の上、

支障がないと認めたときは、木造住宅居住安心支援事業の中止（廃止）承認通知書（様式第８）

により市町村長に通知するものとする。 

５ 市町村長は、前条第二号の規定により指示を受けようとするときは、木造住宅居住安心支援事

業の未完了報告書（様式第９）を知事に提出しなければならない。 

 

（状況報告） 

第８条 市町村長は、規則１０条に基づく補助事業の遂行状況について報告の求めがあったときは、

速やかに応じなければならない。 

 

（実績報告） 

第９条 市町村長は、補助事業の完了の日若しくは廃止の承認を受けた日から起算して１箇月を経

過した日又は補助金の交付を決定した年度の翌年度の４月１０日のいずれか早い期日までに、木

造住宅居住安心支援事業費補助金実績報告書（耐震診断にあっては様式第１０、耐震改修・建替

え・耐震シェルターにあっては様式第１１）に別表２に掲げる書類を添付して、知事に提出しな

ければならない。 

２ 補助事業が完了しない場合において補助金の決定に係る県の会計年度が終了したときは、市町

村長は、交付決定をした年度の翌年度の４月１０日までに年度終了報告書（耐震診断にあっては

様式第１２、耐震改修・建替え・耐震シェルターにあっては様式第１３）に別表２に掲げる書類

を添付して、知事に提出しなければならない。 



 

（額の確定） 

第１０条 知事は、前条の規定による実績報告書の提出を受けた場合には、報告書等の審査及び必

要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及

びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、木造住宅居住

安心支援事業費補助金の額の確定通知書（様式第１４）により市町村長に通知するものとする。 

 

（補助金の交付） 

第１１条 補助金は、前条の規定による額の確定後、市町村長に交付するものとする。 

２ 知事は、必要があると認める場合には、市町村長に対し、概算払により交付することができる。 

３ 市町村長は、前項の規定により概算払を受けようとするときは、概算払請求書（様式第１５号）

を知事に提出しなければならない。 

 

（書類の保管） 

第１２条 市町村長は、補助事業に関する証拠書類を整理し、補助事業を完了若しくは廃止した年

度の翌年度から起算して５年間保存しなければならない。 

 

（指導等） 

第１３条 知事は、補助事業の適正な執行を確保するため、市町村長に対し、必要な指導又は助言

をすることができる。 

 

（補足） 

第１４条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は、知事が別に定める

ものとする。 

 

（附則） 

１ この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

２ この要綱は、令和９年３月３１日限り、その効力を失う。ただし、この要綱に基づき交付決定

された補助金については、この要綱の失効後も、なおその効力を有する。 

 

（附則） 

この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

 

（附則） 

この要綱は、令和６年３月３１日から施行する。 

 

（附則） 

この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 

 

（附則） 



この要綱は、令和８年３月３１日から施行する。 

 



別表１ 

 

※ 令和４年３月３１日までに計画の策定に着手したものについては、適用しない。 

補助事業名 木造住宅耐震診断支援事業 木造住宅耐震改修等支援事業 耐震シェルター設置支援事業 

補助対象 市町村が、山梨県木造住宅耐

震診断技術者を間接補助事業

者に派遣し、木造住宅耐震診

断を実施するもの 

市町村の補助を受けて間接補助事業者が耐震改修工事・建替え工事

を実施するもので、次の全てに該当するもの 

１．建替えの場合は、原則として土砂災害特別警戒区域外に存する

こと（※） 

２．建替えの場合は、原則として省エネ基準に適合すること（※） 

３．過去に木造住宅耐震改修設計支援事業費補助金交付要綱に基づ

く補助金の交付を受けていないこと 

市町村の補助を受けて間接補助事業者が耐震

シェルター工事を実施するもので、次の全て

に該当するもの 

１.１階に設置し、既存木造住宅に緊結するも

のであること。 

２.住宅１戸に対し、１箇所であること。 

３.過去に「木造住宅耐震シェルター設置支援

事業」及び「耐震シェルター設置支援事

業」の補助金の交付を受けていないこと 

補助対象経費 市町村が行う耐震診断事業に

要する経費 

耐震改修を行う場合にあっては、耐震改修設計費及び耐震改修工事

費を合算した額に対し、市町村が助成する経費 

建替えを行う場合にあっては、耐震改修設計及び耐震改修工事に要

する費用相当分の額に対し、市町村が助成する経費 

次のいずれかの耐震シェルターを設置する工

事に対し、市町村が助成する経費 

（１）他の都道府県が奨励する耐震シェルタ

ー等のうち一部屋型又はベッド型のもの 

（２）構造設計一級建築士が（１）と同等以

上のものとして設計したもの 

補助率 

補助限度額 

当該事業に要する経費の４分

の１以内とし、１戸につき、

１６，５００円を限度とする。 

ただし、耐震診断の結果、総

合評点が１．０以上の場合は、

１戸につき、１３，２００円

を限度とする。 

耐震改修を行う場合にあっては、耐震改修工事費の１０分の３又は

市町村が助成する額の１０分の３（ただし、間接補助事業者が利子

補給制度を利用する場合は、２分の１）のいずれか低い額とし、４

３１，２５０円を限度とする。 

建替えを行う場合にあっては、耐震改修工事費に要する費用相当分

と建替えに要する費用を比較して低い額の１０分の３又は市町村

が助成する額の１０分の３（ただし、間接補助事業者が利子補給制

度を利用する場合は、２分の１）のいずれか低い額とし、４３１，

２５０円を限度とする。 

一世帯ごとの耐震シェルターの設置に要する

費用の３分の１又は市町村が当該設置費用に

助成する額の２分の１のいずれか低い額と

し、１２０千円を限度とする。 



別表２ 

 県 費 交 付

申 請 時 提

出資料 

実績報告又は年度終了報告時提出資料 

事
業
計
画
書
（
※
１
） 

収
支
予
算
書
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
も
の 

業
務
委
託
（
請
負
）
契
約
書
等
の
写
し 

業
務
完
了
報
告
書
の
写
し 

検
査
調
書
の
写
し 

耐
震
診
断
結
果
総
括
表
（
別
紙
４
） 

完
了
実
績
一
覧
表
（
※
２
） 

工
事
実
施
状
況
調
書
（
※
３
） 

支
出
命
令
書
の
写
し 

県
交
付
決
定
通
知
書
の
写
し 

県
繰
越
承
認
通
知
書
の
写
し
（
※
４
） 

補
助
事
業
名 

木造住宅耐震診断支援事業 ○ ○ ○ ○ ○ ○   ○ ○ ○ 

木造住宅耐震改修等支援事業 ○ ○     ○ ○ ○ ○ ○ 

耐震シェルター設置支援事業 ○ ○     ○ ○ ○ ○ ○ 

 

※１ 耐震診断支援事業については別紙１、耐震改修等支援事業については別紙２、耐震シェルター設置支援事業については別紙３ 

※２ 耐震改修等支援事業の場合にあっては別紙５、耐震シェルター設置支援事業の場合にあっては別紙６ 

※３ 耐震改修等支援事業の場合にあっては別紙７、耐震シェルター設置支援事業の場合にあっては別紙８ 

※４ 年度終了報告時に限る。 
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